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○姶良市物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱 

平成22年３月23日告示第18号 

改正 

平成22年11月16日告示第1224号の２ 

平成28年12月28日告示第634号 

平成30年５月１日告示第272号 

令和元年９月20日告示第416号 

姶良市物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の５

第１項及び第167条の11第２項の規定に基づき、姶良市が行う物品の購入、修繕及び売払いに係る

一般競争入札及び指名競争入札（以下「入札」という。）に参加することのできる資格の審査に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（申請書の提出） 

第２条 入札に参加しようとする者（以下「申請者」という。）は、市長の指定した期日までに入

札参加資格審査申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添え、市

長に提出しなければならない。 

(１) 営業概要書（様式第２号） 

(２) 営業に必要な許可、認可等を得たことを証明する書類の写し 

(３) 納税証明書 

ア 消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書 

イ 都道府県税について未納の税額がないことの証明書 

ウ 姶良市の市税（同市税が課税されていない者で市外に主たる事務所又は事業所を有するも

のにあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税）について未納の税額がないこ

との証明書 

(４) 使用印鑑届（様式第３号） 

(５) 登記事項証明書（法人の場合のみ） 

(６) 身元証明書 

(７) 印鑑証明書 

(８) 委任状（様式第４号） 
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(９) 取扱品目一覧表（様式第５号） 

(10) 設備機械器具概要（様式第６号） 

(11) その他市長が必要と認める書類 

２ 定期の資格審査の申請時期は、審査年度の前年度の11月から12月までの間で市長が別に定める

期間とし、その期間は市役所の掲示場に掲示して告示する。ただし、地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける契約に係る入札

に参加するためその他市長が特に必要と認める資格審査に係る申請書の提出期間は、随時とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項本文に規定する提出期間を変

更することができる。この場合において、市長は、変更後の提出期間を遅滞なく告示するものと

する。 

（定期の資格審査の実施） 

第２条の２ 定期の資格審査は、平成22年度及びこれに続く２年度ごとに到来する年度（以下「審

査年度」という。）に行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、入札参加資格を認められていない者で新規に資格審査を申請したも

の又は入札参加資格を認められている者で当該入札参加資格を認められている物品の購入等以外

の種類について、新規に資格審査を申請したものについては、審査年度の翌年度であっても資格

審査を行う。また第２条第２項ただし書に規定する資格審査については、随時行うものとする。 

（資格決定の通知） 

第３条 市長は、前条の審査の結果を資格決定通知書（様式第７号）により当該申請者に対し通知

するものとする。ただし、申請時において申請を受理された者については、入札参加資格を認め

られたものとし、受付票（様式第８号）をもって通知書とする。 

（有資格者名簿） 

第４条 市長は、資格を有する者（以下「有資格者」という。）については、有資格者名簿（様式

第９号）に登載するものとする。 

（入札参加資格の有効期間） 

第５条 審査年度における定期の資格審査により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有

効期間は、当該審査年度の４月１日から起算して２年間とする。 

２ 審査年度の翌年度の定期の資格審査により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効

期間は、当該資格審査が行われた年度の４月１日から起算して１年間とする。 

３ 随時の資格審査により入札参加資格を認められた者の入札参加資格の有効期間は、入札参加資
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格を認められた日から、その日後に最初に到来する審査年度の前年度の３月31日までとする。 

（登録の変更） 

第６条 有資格者名簿に登載された者は、住所、商号、代表者名、営業内容等に変更があったとき

は、速やかに登録申請内容変更届（様式第10号）を市長に届け出なければならない。 

（資格の取消し） 

第７条 市長は、有資格者名簿を作成した後において、当該有資格者名簿に登載された者が令第167

条の11第１項の規定に該当することとなったとき、又は該当すると認められる事実があったとき

は、その資格を取り消すものとする。 

２ 市長は、前項の規定により当該有資格者の資格を取り消したときは、直ちに資格取消通知書（様

式第11号）により通知しなければならない。 

（指名基準） 

第８条 契約担当者は、当該入札に付そうとするときは、次に掲げる基準に従い指名するものとす

る。 

(１) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約

の履行が適正になされると認められる有資格者であること。 

(２) 特殊な物品等を入札に付する場合において、その物品等の供給の実績がある有資格者に行

わせる必要があるときは、当該実績を有する有資格者であること。 

(３) 入札に付する物品等の契約の適正な履行を図るため銘柄を指定する必要があると認める場

合においては、当該銘柄に係る用品等を供給することが可能な有資格者であること。 

（指名） 

第９条 契約担当者は、第４条の規定により作成された有資格者名簿に登載された者のうちから、

前条に規定する指名基準に従い姶良市契約規則（平成22年姶良市規則第45号）第24条の規定によ

り指名しなければならない。 

（有資格者名簿に登載された者以外の指名） 

第10条 契約担当者は、次の各号に該当すると認める場合には、前条の規定にかかわらず、有資格

者名簿に登載された者以外の者を指名することができる。 

(１) 当該入札に付する契約の性質又は目的が当該契約の履行について法令の規定により官公署

等の許可又は認可等を必要とする者で、当該許可又は認可等を受けたものが少数である場合 

(２) 当該用品等の入札について、有資格者名簿に登載された者がないとき、又は少数である場

合 
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(３) その他特別の事情により市長が必要と認める場合 

（雑則） 

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成22年３月23日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の加治木町用品取得に係る指名競争入札参加申請等

に関する規程（平成元年加治木町規程第２号）又は物品の購入等に係る指名競争入札参加資格審

査要綱（平成６年蒲生町告示第９号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの

告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成22年11月16日告示第1224号の２） 

この告示は、平成22年11月16日に施行する。 

附 則（平成28年12月28日告示第634号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

附 則（平成30年５月１日告示第272号） 

（施行期日等） 

１ この告示は、告示の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条及び第８条の規定は、

平成32年度以後の入札参加資格の定期審査以降に実施する入札参加資格審査から適用する。 

（入札参加資格の有効期間の特例） 

２ この告示の施行の際現に第２条の規定による改正前の姶良市物品の購入等に係る競争入札参加

資格審査要綱第５条の改正規定、第４条の規定による改正前の姶良市庁舎等の管理等業務委託に

係る競争入札参加資格審査要綱第８条の改正規定、第６条の規定による改正前の姶良市役務の提

供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱第８条の改正規定及び第８条の規定に

よる改正前の姶良市建設工事等入札参加資格審査要綱第９条の改正規定にかかわらず、入札参加

資格の有効期間は、平成32年３月31日までとする。 

附 則（令和元年９月20日告示第416号） 

この告示は、告示の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第２条関係） 
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様式第３号（第２条関係） 
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様式第４号（第２条関係） 
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様式第５号（第２条関係） 
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様式第６号（第２条関係） 
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様式第７号（第３条関係） 
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様式第８号（第３条関係） 
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様式第９号（第４条関係） 
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様式第10号（第６条関係） 
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様式第11号（第７条関係） 

 


